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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】令和2年10月15日(2020.10.15)

【公開番号】特開2020-86476(P2020-86476A)
【公開日】令和2年6月4日(2020.6.4)
【年通号数】公開・登録公報2020-022
【出願番号】特願2018-214215(P2018-214215)
【国際特許分類】
   Ｇ０８Ｇ   1/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０８Ｇ    1/00     　　　Ｊ

【手続補正書】
【提出日】令和2年9月1日(2020.9.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　運転支援対象車両に搭載された運転支援装置（１０３）と通信を行う情報処理装置（１
０２）であって、
　車両情報を取得するプローブ車両（１０４）から前記車両情報を受信する受信部（２０
４）と、
　前記車両情報に基づいて、イベントの発生の有無を判定する判定部（２０５）と、
　前記判定部の判定結果の信頼性を示す信頼度を算出する演算部（２０５）と、
　前記判定結果及び前記信頼度を前記運転支援装置に送信する送信部（２０４）と、
　を有する情報処理装置。
【請求項２】
　前記演算部はさらに、前記信頼度が所定の第１の閾値以上であるか否かを判断し、
　前記送信部は、
　前記信頼度が前記第１の閾値以上である場合、前記運転支援装置に前記信頼度は送信せ
ず前記判定結果を送信し、
　前記信頼度が前記第１の閾値以下である場合、前記運転支援装置に前記判定結果及び前
記信頼度のいずれも送信しない、
　請求項１記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記受信部は、前記車両情報として、前記プローブ車両から少なくとも特定時刻におけ
る位置、角速度、方位角、速度のいずれか一つを受信する、
　請求項１記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記判定部は、前記車両情報のうち所定の第２の閾値からなる条件を満たす情報に基づ
いてイベントの発生の有無を判定する、
　請求項１記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記イベントは、障害物が存在することである場合、
　前記判定部は、前記イベントごとに定められている前記イベントの継続時間、位置情報
、及び前記プローブ車両の台数、に基づいてイベント発生の有無を判定する、
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　請求項４記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記イベントは、障害物が存在することである場合、
　前記判定部は、前記障害物の存在の有無の判定に際し、前記車両情報に基づいて前記プ
ローブ車両の車線変更の有無を判定する、
　請求項１記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記演算部は、前記車両情報の確度と鮮度の積に基づいて前記信頼度を算出する、
　請求項１記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記演算部は、複数の前記プローブ車両から受信する複数の前記車両情報から前記信頼
度を算出するものであって、
　前記車両情報の確度と鮮度とから、式（１）または式（２）により前記信頼度を算出す
る、
　請求項１記載の情報処理装置。
【数１】

【数２】

Ｃ：信頼度
Ｒｉ：確度
Ｆｉ：鮮度
ｉ：車両情報の識別番号
ｎ：複数のプローブ車両の台数
【請求項９】
　前記確度は、前記プローブ車両の走行パターンの別により決められた評価値から特定さ
れる、
　請求項７又は８記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記イベントは、障害物が存在することである場合、
　前記評価値は、前記プローブ車両の一の車線から他の車線への車線変更を第１の車線変
更とし、前記第１の車線変更の後に前記一の車線に戻るための車線変更を第２の車線変更
とした場合に、前記第２の車線変更の有無によってそれぞれ定まる値である、
　請求項９記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記演算部は、式（３）により前記鮮度を算出する、
　請求項７又は８記載の情報処理装置。

【数３】
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Ｆｉ：鮮度
ｉ：車両情報の識別番号
ｔｉ：イベントの開始時刻から現在時刻までの時間
Ｍ：イベントごとに定められているイベントの継続時間
【請求項１２】
　情報処理装置（１０２）と通信を行う運転支援対象車両に搭載された運転支援装置（１
０３）であって、
　前記情報処理装置は、
　　車両情報を取得するプローブ車両（１０４）から前記車両情報を受信する受信部（２
０４）と、
　　前記車両情報に基づいて、イベントの発生の有無を判定する判定部（２０５）と、
　　前記判定部の判定結果の信頼性を示す信頼度を算出する演算部（２０５）と、
　　前記判定結果及び前記信頼度を前記運転支援装置に送信する送信部（２０４）と、
　を有し、
　前記運転支援装置は、
　　前記情報処理装置から前記判定結果と前記信頼度とを受信する受信部（３０３）と、
　　前記信頼度が所定の第１の閾値以上であるか否かを判断する演算部（３０７）と、
　　前記信頼度が前記第１の閾値以上である場合、前記イベントの発生を運転支援対象車
両の運転者に知らせる通知部（３０５、３０６）と、
　を有する、運転支援装置。
【請求項１３】
　運転支援対象車両に搭載された運転支援装置（１０３）と通信を行う情報処理装置（１
０２）での処理を行うプログラムであって、
　車両情報を取得するプローブ車両（１０４）から前記車両情報を受信するステップ（Ｓ
１０、Ｓ４０）と、
　前記車両情報に基づいて、イベントの発生の有無を判定するステップ（Ｓ１２、Ｓ１５
、Ｓ４２、Ｓ４５）と、
　前記判定部の判定結果の信頼性を示す信頼度を算出するステップ（Ｓ１７、Ｓ４７）と
、
　前記判定結果及び前記信頼度を前記運転支援装置に送信するステップ（Ｓ１９、Ｓ４８
）と、
　を実行するプログラム。
【請求項１４】
　情報処理装置（１０２）と通信を行う運転支援対象車両に搭載された運転支援装置（１
０３）での処理を行うプログラムであって、
　前記情報処理装置は、
　　車両情報を取得するプローブ車両（１０４）から前記車両情報を受信する受信部（２
０４）と、
　　前記車両情報に基づいて、イベントの発生の有無を判定する判定部（２０５）と、
　　前記判定部の判定結果の信頼性を示す信頼度を算出する演算部（２０５）と、
　　前記判定結果及び前記信頼度を前記運転支援装置に送信する送信部（２０４）と、
　を有し、
　前記プログラムは、
　　前記情報処理装置から前記判定結果と前記信頼度とを受信するステップ（Ｓ２０、Ｓ
５０）と、
　　前記信頼度が所定の第１の閾値以上であるか否かを判断するステップ（Ｓ５１）と、
　　前記信頼度が前記第１の閾値以上である場合、前記イベントの発生を運転支援対象車
両の運転者に知らせるステップ（Ｓ２１、Ｓ５１）と、
　を実行するプログラム。
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